
　

次
の
3
つ
の
省
令
を
改
正

し
た
。
▽
計
量
法
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
▽

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
▽

指
定
定
期
検
査
機
関
、
指
定

検
定
機
関
、
指
定
計
量
証
明

検
査
機
関
及
び
特
定
計
量
証

明
認
定
機
関
の
指
定
等
に
関

す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
。

①
ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル
等
に

係
る
技
術
基
準
等
の
制
定

　

特
定
計
量
器
の
製
造
ま
た

は
修
理
を
お
こ
な
う
事
業
者

は
、
原
則
と
し
て
経
済
産
業

大
臣
宛
て
に
届
け
出
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
（
計
量
法
第

　

条
及
び
第　

条
）。
ま
た
、

41

46

特
定
計
量
器
の
修
理
を
お
こ

な
っ
た
場
合
、
原
則
と
し
て

検
定
証
印
を
除
去
す
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
（
計
量
法
第

　

条
）。

49
　

ま
た
、
届
出
ま
た
は
検
定

を
必
要
と
し
な
い
修
理
の
範

　
「
自
動
は
か
り
」
の
う
ち
、

「
自
動
捕
捉
式
は
か
り
」
に

つ
い
て
は
2
0
1
9
年
（
平

成　

年
）
4
月
1
日
よ
り
、

31
「
ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル
、
充

填
用
自
動
は
か
り
、
コ
ン
ベ

ヤ
ス
ケ
ー
ル
」（
ホ
ッ
パ
ー
ス

ケ
ー
ル
等
）
に
つ
い
て
は
、

2
0
2
0
年
（
令
和
2
年
）

4
月
1
日
か
ら
、
法
第　

条
16

第
1
項
第
2
号
イ
に
基
づ
く

検
定
を
開
始
す
る
。

　

今
回
、
ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー

ル
等
に
つ
い
て
、
産
業
技
術

総
合
研
究
所
が
お
こ
な
う
検

定
お
よ
び
型
式
承
認
の
手
数

料
を
計
量
法
関
係
手
数
料
令

で
定
め
た
も
の
。（
自
動
捕
捉

式
は
か
り
に
つ
い
て
は
、
2

0
1
9
年
〔
平
成　

年
〕
3

31

囲
を
、
軽
微
な
修
理
ま
た
は

簡
易
修
理
と
し
て
計
量
法
施

行
規
則
に
定
め
て
い
る
。

　

今
回
、
2
0
1
7
年
（
平

成　

年
）
に
特
定
計
量
器
と

29
し
て
新
し
く
追
加
さ
れ
た
自

動
は
か
り
の
う
ち
、
2
0
2

0
年
（
令
和
2
年
）
4
月
1

日
か
ら
検
定
が
開
始
さ
れ
る

「
ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル
、
充

填
用
自
動
は
か
り
、
コ
ン
ベ

ヤ
ス
ケ
ー
ル
」（
ホ
ッ
パ
ー
ス

ケ
ー
ル
等
）
に
つ
い
て
、
計

量
法
施
行
規
則
に
お
い
て

「
軽
微
な
修
理
お
よ
び
簡
易

修
理
」の
範
囲
を
規
定
し
た
。

　

ま
た
、
特
定
計
量
器
検
定

検
査
規
則
お
よ
び
指
定
定
期

検
査
機
関
、指
定
検
定
機
関
、

指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
及

び
特
定
計
量
証
明
認
定
機
関

の
指
定
等
に
関
す
る
省
令
に

お
い
て
、
ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー

ル
等
に
関
す
る
技
術
基
準
等

を
規
定
し
た
。

②
タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
に
係

る
技
術
基
準
等
の
改
正

　

2
0
1
9
年（
令
和
元
年
）

8
月　

日
に
タ
ク
シ
ー
メ
ー

20

タ
ー
の
技
術
基
準
と
し
て
特

定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
に

引
用
し
て
い
る
J
I
S
が
改

正
さ
れ
た
。
そ
れ
に
と
も
な

い
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規

則
の
当
該
規
定
を
改
正
。

　

ま
た
、
当
該
J
I
S
が
改

正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
軽

微
な
修
理
お
よ
お
よ
び
簡
易

修
理
の
範
囲
の
見
直
し
が
必

要
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
計

量
法
施
行
規
則
の
当
該
規
定

を
改
正
し
た
。

③
計
量
士
登
録
申
請
書
の
別

紙
様
式
の
改
正

　

計
量
士
登
録
申
請
書
（
計

量
法
施
行
規
則
第　

条
第
1

54

項
に
基
づ
く
様
式
第　

）
の

66

別
紙
様
式
に
つ
い
て
、
申
請

者
等
の
手
続
き
に
係
る
負
担

軽
減
の
た
め
、
様
式
の
備
考

を
改
正
し
、
現
在
の
所
定
の

用
紙
以
外
の
用
紙
の
使
用
を

可
能
と
し
た
。

■
意
見
募
集
の
結
果
公
表

　

今
回
改
正
し
た
政
省
令
に

関
し
て
は
、
2
0
2
0
年
2

月　

日
～
3
月　

日
ま
で
意

14

14

見
募
集
を
し
、
手
数
料
令
に

関
し
て
1
件
の
意
見
が
あ
っ

た
。

【
意
見
の
概
要
】
フ
レ
コ
ン

ス
ケ
ー
ル
の
検
定
に
つ
い
て

は
、
非
自
動
は
か
り
の
手
数

料
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
て

ほ
し
い
。

【
意
見
に
対
す
る
考
え
方
】

今
回
の
改
正
で
は
フ
レ
コ
ン

ス
ケ
ー
ル
は
検
定
の
対
象
に

含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

自
動
は
か
り
関
連
の
改
正
政
省
令
公
布
・
施
行
、
臼
田
氏
理
事
に 

①
面

人
事
異
動
＝
地
域
、
機
関
、
団
体　
 

②
③
面

（1）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で
体
温
計
が
消
え
た 
④
⑤
面

メ
ー
ト
ル
法
の
起
源　
 

⑥
⑦
面

（8）

田
中
舘
愛
橘
と
そ
の
時
代　

そ
の　
 

⑧
⑨
面

（15）

13

品
質
工
学
会
N
M
S
研
究
会
報
告
（
2
4
3
、
2
4
4
） 

⑩
面

社
説
、
団
体
総
会
対
応
を
検
討
、
計
自
学
会
は
「
み
な
し
総
会
」　 
⑪
面

安
全
・
安
心
輸
送
特
集　

・
ト
ル
ク
管
理 

⑫
面

（1）

今週の主な記今週の主な記事事

東京都江東区亀戸7丁目62-16
〒 136-0071 TEL 03-5628-7070
　　　　　　 FAX 03-5628-7071
　
http：//www.keiryou-keisoku.co.jp/

振替口座　  00140－5－12935
購読料年間 25,000円（消費税別）

（1） 2020年（令和2年）4月12日（日）第3283・84号 （　　　　）昭和26年4月4日 
第三種郵便物認可

　

3
2
8
3
・
3
2
8
4

号
を
合
併
号
と
し
、
4
月

　

日
付
で
発
行
し
ま
す
。

12

　

経
済
産
業
省
は
、
自
動
は
か
り
関
連
の
改
正
政
省
令
を

公
布
、
施
行
し
た
。
公
布
、
施
行
し
た
の
は
、
計
量
法
関

係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
と
計
量
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
等
3
省
令
。
公
布
日
は
、

3
省
令
が
2
0
2
0
年
3
月　

日
、施
行
日
が
4
月
1
日
。

30

手
数
料
令
は
公
布
、
施
行
と
も
4
月
1
日
。

計
量
法
関
係
手
数
料
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

　

石
村
和
彦
氏
（
A
G
C
取

締
役
会
長
）
が
、
4
月
1
日

付
で
理
事
長
に
就
任
し
た
。

　

2
0
1
3
年（
平
成　

年
）

25

4
月
1
日
か
ら
7
年
間
理
事

長
を
務
め
て
き
た
中
鉢
良
治

氏
は
退
任
し
た
。

■
新
任
役
員（
敬
称
略
、カ
ッ

コ
内
は
兼
務
）

【
理
事
長
】
石
村
和
彦

【
副
理
事
長
】金
丸
正
剛（
研

究
・
運
営
戦
略
会
議
委
員
長
、

人
事
委
員
会
委
員
長
、
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
推
進

委
員
会
委
員
長
、
つ
く
ば
セ

ン
タ
ー
所
長
、
Ｔ
Ｉ
Ａ
推
進

セ
ン
タ
ー
長
、
最
高
情
報
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
責
任
者
、ほ
か
）

【
理
事
】
▽
矢
野
雄
策
（
地

質
調
査
総
合
セ
ン
タ
ー
長
）

▽
臼
田
孝
（
計
量
標
準
総
合

セ
ン
タ
ー
長
）
▽
渡
利
広
司

（
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
本

部
長
）
▽
小
原
春
彦
（
エ
ネ

ル
ギ
ー
・
環
境
領
域
長
）

産
業
技
術
総
合
研
究
所

石
村
和
彦
氏
が
理
事
長
に
就
任

臼
田
孝
N
M
I
J
セ
ン
タ
ー
長
が
理
事
に
就
任

自
動
は
か
り
関
連
の
改
正
政
省
令
を
公
布・施
行

　

計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

　

計
量
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
等
3
省
令

月
に
手
数
料
を
制
定
済
）

計
量
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
等
3
省
令


